
破砕業の( 許可 ・ 更新 )の申請書類一覧(Ｒ３.３.１現在) 

申請書 □様式第八 

① 破砕業の用に供する施設(積替え又は保管

の場所を含む。)の構造を明らかにする平面

図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並

びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃

棄物処理法第 15 条第１項又は第 15 条の２の

６第１項の規定による許可を受けている施設

である場合を除く。) 

□平面図 ☐立面図 ☐断面図 ☐構造図 

☐設計計算書(処理能力計算書を含む) 

□付近の見取図 

□添付様式１⑴[事業所全体平面図] 

□添付様式１⑵[事業所付近図] 

□添付様式１⑶[破砕業に係る作業フロー] 

□添付様式２⑴[事業所以外の解体自動車・自動車破

砕残さの積替え保管場所平面図] 

□添付様式２⑵[事業所以外の解体自動車・自動車破

砕残さの積替え保管場所付近図] 

□添付様式４[破砕前処理又は破砕の用に供する施

設の概要] 

□添付様式５[保管施設の措置概要] 

□添付様式６[自動車破砕残さの保管施設の平面図・

立面図] 

□添付様式７[排水処理施設の概要がわかる図面] 

※下線の書類については、当該事項を記載した標準

作業書を添付している場合は、その記載を省略で

きます。 

② 申請者が破砕業の用に供する施設の所有権

を有すること(申請者が所有権を有しない場

合には、使用する権原を有すること)を証する

書類 

□土地の登記事項証明書 

□建物の登記事項証明書 

□添付様式３[土地・建物等使用承諾書] 

□賃貸借契約書等の写し 

３ 事業計画書 

４ 収支見積書 

□添付様式８⑴、８⑵[事業計画書及び収支見積書

(様式１)] 

□添付様式９⑴、９⑵、９⑶、９⑷[事業計画書及び

収支見積書(様式２)] 

５ 申請者が個人である場合においては、住民

票の写し及び法第 62 条第１項第２号イに該

当しないかどうかを審査するために必要と認

められる書類 

□本籍(又は国籍)の記載のある住民票の写し 

□登記されていないことの証明書 

□医師の診断書 

６ 申請者が法人である場合においては、定款

又は寄附行為及び登記事項証明書 

□定款又は寄付行為の謄本 

□法人の登記事項証明書(履歴が確認できるもの) 

７ 申請者が法人である場合においては、その

役員の住民票の写し及び法第 62 条第１項第

２号イに該当しないかどうかを審査するため

に必要と認められる書類 

□本籍(又は国籍)の記載のある住民票の写し 

□登記されていないことの証明書 

□医師の診断書 

８ 申請者が法人である場合において、発行済

株式総数の 100 分の５以上の株式を有する株

主又は出資の額の 100 分の５以上の額に相当

する出資をしている者があるときは、当該株

主の有する株式の数又は当該出資をしている

者のなした出資の金額を記載した書類並びに

これらの者の住民票の写し及び法第 62 条第

１項第２号イに該当しないかどうかを審査す

るために必要と認められる書類(これらの者

が法人である場合には、登記事項証明書) 

□本籍(又は国籍)の記載のある住民票の写し 

□登記されていないことの証明書 

□医師の診断書 

□法人の登記事項証明書 



９ 申請者に令第５条に規定する使用人がある

場合においては、その者の住民票の写し及び

法第 62 条第１項第２号イに該当しないかど

うかを審査するために必要と認められる書類 

□本籍(又は国籍)の記載のある住民票の写し 

□登記されていないことの証明書 

□医師の診断書 

10 申請者が未成年者であり、かつ、その法定

代理人が個人である場合においては、その法

定代理人の住民票の写し及び法第 62 条第１

項第２号イに該当しないかどうかを審査する

ために必要と認められる書類 

□本籍(又は国籍)の記載のある住民票の写し 

□登記されていないことの証明書 

□医師の診断書 

11 申請者が未成年者であり、かつ、その法定

代理人が法人である場合においては、次に掲

げる書類 

 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

 ロ 役員の住民票の写し及び法第 62 条第１

項第２号イに該当しないかどうかを審査す

るために必要と認められる書類 

□定款又は寄付行為の謄本 

□法人の登記事項証明書 

□本籍(又は国籍)の記載のある住民票の写し 

□登記されていないことの証明書 

□医師の診断書 

12 申請者が法第 62 条第１項第２号イからヌ

までのいずれにも該当しないことを誓約する

書面 

□添付様式 10[誓約書] 

13 標準作業書を常備し、従事者に周知してい

ること 

□標準作業書 

□添付様式 11[申立書] 

(注１)許可の更新申請の場合は、その内容に変更がない場合に限り、①②の添付を省略することができま

す。 

(注２)「令第５条に規定する使用人」とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものをい

います。 

   一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 

   二 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結

する権限を有する者を置くもの 

(注３)登記事項証明書等、証明書についてはコピーの提出が可能ですが、その場合は、原本(３か月以内

のものに限る。)照合を行いますので、申請の際は必ず原本を持参してください。 


